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四
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号
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活
保
護
法
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
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扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
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次
の
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お
り
指
定
し
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の
で
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法
第
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十
五
条
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一

号
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定
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療
機
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廃
止
し
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届
出
が
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っ
た
の
で
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同
法
第
五
十
五
条
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第
二
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規
定
に
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り
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又
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又
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青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

平
成
二
十
六
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進

法
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
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す
る
。平

成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
期
日

二

実
施
場
所

青
森
市
大
字
野
尻
字
今
田
四
三
の
一

県
立
青
森
高
等
技
術
専
門
校

三

受
験
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
六
月
九
日

(

月)

か
ら
同
年
七
月
十
日

(

木)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
書
留
郵
便
と
し
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

四

そ
の
他
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項

１

受
験
申
請
書
の
用
紙
及
び
受
験
案
内
は
、
青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課
及
び
各

県
立
職
業
能
力
開
発
校
で
配
布
す
る
。

２

受
験
申
請
書
の
提
出
先
及
び
詳
細
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課

職
業
能
力
開
発
グ
ル
ー
プ

(

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
四
一
五)

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

(

建
設
工
事
及
び
建
設
関
連
業
務
の
競

争
入
札
参
加
資
格)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

八
の
次
に
九
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
文
書
の
入
手
の
方
法

競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
文
書
は
、
青
森
県
建
設
業
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

(http://pub.pref.

aom
ori.lg.jp/kouji/)

に
お
い
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
青
森
県
建
設
業
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
に
お
い
て
当
該
文
書
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
問
合
せ
先
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
建
設
業
振
興
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
六
四
〇

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
外

の
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

通
作
条
件
整
備
事
業

(

一
般

(

山
村)

)
)

計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所
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区

分

試
験
職
種

期

日

実
技
試
験

電
気
工
事
科

平
成
二
十
六
年
八
月
九
日(

土)

午
後
一
時

学
科
試
験

関
連
学
科

(

系
基
礎
学
科
及
び
専

攻
学
科)
電
気
工
事
科

造

園

科

建

築

科

配

管

科

指
導
方
法

全

職

種

平
成
二
十
六
年
八
月
十
日(

日)

午
前
十
時
三
十
分



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

川
第
一
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所
、
平
川
市
役
所
、
大
鰐
町
役
場
及
び
田
舎
館
村
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
早

瀬
野
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備)

)

計
画
を
定
め
た

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

大
鰐
町
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

小
国
た
か
の
こ
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

た
め
池
整
備)

)

計
画
を
定

め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

外
ヶ
浜
町
役
場
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